
令和 7年 3月 4日 

お客さま各位 

   

 

 

「ケイエール」利用料のご請求開始について 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申しあげます。 

この度、令和 7年 3月 31日をもちまして「ケイエール」の利用料無料期間が終

了することに伴い、以下の内容で利用料のご請求が開始されることとなりますの

で、ご案内申しあげます。 

今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りま

すようお願い申しあげます。 

 

１．利用料 

  月額 3,300円（税込） 

 

２．対象となるお客さま 

 無料期間中にご契約をいただき、令和 7年 4月 1日（火）現在で「ケイエー

ル」をご契約のお客さま 

 令和 7年 4月 1日（火）以降に「ケイエール」を新たにご契約のお客さま 

 

３．請求日 

  3.6.9.12月の末日に前四半期分を請求 

  ※初回は令和 7年 6月 30日に 4.5.6月分を請求 

  ※加入月分は請求いたしません 

 

４．初回口座振替日 

  令和 7年 7月 20日 

  （以降、請求日の属する月の翌月 20日に口座振替） 

 

ご不明点等につきましては、各営業店、または営業推進部（0270-30-5014）ま

でお問合せください。 

以上 


